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障害児通所支援における事業所間連携加算の取扱いについて 

 

平素より、札幌市の障がい福祉行政に御理解と御協力をいただき、厚くお礼申し上げ

ます。 

さて、令和６年４月の報酬改定により、児童発達支援及び放課後等デイサービスにお

いて、事業所間連携加算が創設されました。 

つきましては、これに伴う本市の対応を下記のとおりといたしますので、通知いたし

ます。関係職員にご周知くださいますようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 加算の概要 

セルフプランで複数の事業所を併用する障害児について、事業所間で連携を図り、

子どもの状態や支援状況の共有等の情報連携を行った場合に評価を行う。 

 

２ 手続きの流れ等 

「事業所間連携加算の創設と取扱いについて（令和６年５月２日事務連絡）（別紙

１）」及び「事業所間連携加算の手続等の流れ（別紙２）」のとおり。ただし、コア連

携事業所の選定及び依頼は保護者が行うこととする。 

 

３ 加算対象者の確認方法 

 区保健福祉部は、保護者から提出された事業所間連携加算確認書（以下「確認書」

という。別紙３）に受理印を押印のうえ、写し及びセルフプランの写しを保護者へ交

付する。 



 コア連携事業所は、保護者から確認書及びセルフプランの交付を受け、確認書に事

業所の名前があることを確認する。 

 

４ 留意事項 

  本加算の詳細については、厚生労働省告示等を御確認ください。 

算定については、保護者から確認書及びセルフプランの交付を受けた日以降で要件

を満たしたときにできるものとする。 

 

５ 別添資料 

 ⑴ 事業所間連携加算の創設と取扱いについて（令和６年５月２日事務連絡） 

                                 ・・・別紙１ 

 ⑵ 事業所間連携加算の手続きの流れ               ・・・別紙２ 

 ⑶ 事業所間連携加算確認書                   ・・・別紙３ 
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